
関係法令集 

 

建築基準法 

 

（報告、検査等） 

第十二条 第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であ 

るものとして政令で定めるもの（国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は 

管理する建築物（以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。）を除く。）及 

び当該政令で定めるもの以外の特定建築物（同号に掲げる建築物その他政令で定める建 

築物をいう。以下この条において同じ。）で特定行政庁が指定するもの（国等の建築物を 

除く。）の所有者（所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同 

じ。）は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めると 

ころにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を 

受けている者（次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。）にその状況の調 

査（これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含 

み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備（以下「建築設 

備等」という。）についての第三項の検査を除く。）をさせて、その結果を特定行政庁に報 

告しなければならない。 

２ 国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する特定建築物の管理者で

ある国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者（以下この章におい

て「国の機関の長等」という。）は、当該特定建築物の敷地及び構造について、国土交通

省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員に、

損傷、腐食その他の劣化の状況の点検（当該特定建築物の防火戸その他の前項の政令で定

める防火設備についての第四項の点検を除く。）をさせなければならない。ただし、当該

特定建築物（第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要で

あるものとして前項の政令で定めるもの及び同項の規定により特定行政庁が指定するも

のを除く。）のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査

会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。 

３ 特定建築設備等（昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項 

及び次項において同じ。）で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で 

定めるもの（国等の建築物に設けるものを除く。）及び当該政令で定めるもの以外の特定 

建築設備等で特定行政庁が指定するもの（国等の建築物に設けるものを除く。）の所有者 

は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一 

級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者（次 

項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。）に検査（これらの特 

定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。）をさせて、その 



結果を特定行政庁に報告しなければならない。 

４ 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建 

築物の特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築 

士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を 

させなければならない。ただし、当該特定建築設備等（前項の政令で定めるもの及び同項 

の規定により特定行政庁が指定するものを除く。）のうち特定行政庁が安全上、防火上及 

び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限 

りでない。 

５ 特定行政庁、建築主事等又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構 

造、建築設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分（以下「建 

築材料等」という。）の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは 

施工の状況又は建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査（以下「建築物に関す 

る調査」という。）の状況に関する報告を求めることができる。 

一 建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建 

築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者 

二 第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関 

三 第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関 

６ 特定行政庁又は建築主事等にあつては第六条第四項、第六条の二第六項、第七条第四項、 

第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項ま 

で、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員 

にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物若しくは建築 

物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、 

工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者に対し、帳簿、書類その他の物 

件の提出を求めることができる。 

７ 建築主事等又は特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若し 

くは都道府県の職員にあつては第六条第四項、第六条の二第六項、第七条第四項、第七条 

の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前 

条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあ 

つては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地、建 

築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場、建築工事場又は建 

築物に関する調査をした者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、建築物、建築物 

の敷地、建築設備、建築材料、建築材料等の製造に関係がある物件、設計図書その他建築 

物に関する工事に関係がある物件若しくは建築物に関する調査に関係がある物件を検査 

し、若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、 

建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者若しくは建築物に関 

する調査をした者に対し必要な事項について質問することができる。ただし、住居に立ち 



入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。 

８ 特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第一項及び第三項 

の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、

かつ、当該台帳（当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含

む。）を保存しなければならない。 

９ 前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項及び当該台帳（同項の国土交 

通省令で定める書類を含む。）の保存期間その他その保存に関し必要な事項は、国土交通

省令で定める。 

 

建築基準法施行令 

 

第十六条 法第十二条第一項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令

で定める建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第一(い)欄(一)項から

(四)項までに掲げる用途に供しないことその他の理由により通常の火災時において避難

上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)

とする。 

一 地階又は三階以上の階を法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する建築物及び

当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が百平方メートル以上の

建築物 

二 劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階が一階にないもの 

三 法別表第一(い)欄(二)項又は(四)項に掲げる用途に供する建築物 

四 三階以上の階を法別表第一(い)欄(三)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途

に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物 

２ 法第十二条第一項の政令で定める建築物は、第十四条の二に規定する建築物とする。 

３ 法第十二条第三項の政令で定める特定建築設備等は、次に掲げるものとする。 

一 第百二十九条の三第一項各号に掲げる昇降機(使用頻度が低く劣化が生じにくいこ

とその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ない

ものとして国土交通大臣が定めるものを除く。) 

二 防火設備のうち、法第六条第一項第一号に掲げる建築物で第一項各号に掲げるもの

に設けるもの(常時閉鎖をした状態にあることその他の理由により通常の火災時にお

いて避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるもの

を除く。) 

 

 

 

 



建築基準法施行規則 

 

(建築物の定期報告) 

第五条 法第十二条第一項の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等

に応じて、おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のい

ずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。 

一 法第十二条第一項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定

める建築物について、建築主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による

検査済証(新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場

合 

二 法第十二条第一項の規定により特定行政庁が指定する建築物について、建築主が法

第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(当該指定があつた日以

後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合 

２ 法第十二条第一項の規定による調査は、建築物の敷地、構造及び建築設備の状況につ

いて安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行う

ものとし、当該調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところに

よるものとする。 

３ 法第十二条第一項の規定による報告は、別記第三十六号の二様式による報告書及び別

記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書に国土交通大臣が定める調査結果表を

添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第三十六号の二様式、別

記第三十六号の三様式又は国土交通大臣が定める調査結果表に定める事項その他の事項

を記載する報告書の様式又は調査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告

書又は当該調査結果表によるものとする。 

４ 法第十二条第一項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁

が建築物の敷地、構造及び建築設備の状況を把握するため必要があると認めて規則で定

める書類を添えて行わなければならない。 

(国の機関の長等による建築物の点検) 

第五条の二 法第十二条第二項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築物の

敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するため

に十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判

定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 

２ 法第十八条第二十二項又は第二十六項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最

初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起

算して六年以内に行うものとする。 

(平一七国交令五九・追加、平一九国交令六六・平二〇国交令一三・平二七国交

令五・平二八国交令一〇・令六国交令九二・一部改正) 



(建築設備等の定期報告) 

第六条 法第十二条第三項の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備(以下「建

築設備等」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただ

し、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて

特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を

除く。)とする。 

一 法第十二条第三項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定

める特定建築設備等について、設置者が法第七条第五項(法第八十七条の四において

準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第七条の二第五項(法第八十

七条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による検

査済証の交付を受けた場合 

二 法第十二条第三項の規定により特定行政庁が指定する特定建築設備等について、設

置者が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(当該指定があ

つた日以後の設置に係るものに限る。)の交付を受けた場合 

２ 法第十二条第三項の規定による検査は、建築設備等の状況について安全上、防火上又

は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該検査の

項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとす

る。 

３ 法第十二条第三項の規定による報告は、昇降機にあつては別記第三十六号の四様式に

よる報告書及び別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書に、建築設備(昇降

機を除く。)にあつては別記第三十六号の六様式による報告書及び別記第三十六号の七

様式による定期検査報告概要書に、防火設備にあつては別記第三十六号の八様式による

報告書及び別記第三十六号の九様式による定期検査報告概要書に、それぞれ国土交通大

臣が定める検査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記

第三十六号の四様式、別記第三十六号の五様式、別記第三十六号の六様式、別記第三十

六号の七様式、別記第三十六号の八様式、別記第三十六号の九様式又は国土交通大臣が

定める検査結果表その他の事項を記載する報告書の様式又は検査結果表を定めた場合に

あつては、当該様式による報告書又は当該検査結果表によるものとする。 

４ 法第十二条第三項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁

が建築設備等の状況を把握するために必要と認めて規則で定める書類を添えて行わなけ

ればならない。 

(国の機関の長等による建築設備等の点検) 

第六条の二 法第十二条第四項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築設備

等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なも

のとして一年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行



うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定める

ところによるものとする。 

２ 法第十八条第二十二項又は第二十六項(これらの規定を法第八十七条の四において準

用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検について

は、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただ

し、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。 

 

 

 

 


